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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において所定の機能を発揮する駆動
機構部を備える開閉体と、
　前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、
　前記原稿押さえにおいて前記駆動機構部の下側領域を含む第１の領域は、少なくとも前
記原稿台の四辺を構成する一辺と平行な方向である第１の方向において、端部領域に比し
て中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが薄く、
　前記第１の領域は、前記第１の方向と交差する第２の方向における一方側の端部におい
て、前記第１の方向における前記中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが前記端部領域に
比して薄い、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像読取装置において、前記駆動機構部は、前記原稿台上の読取位置
に原稿を搬送可能な原稿搬送部である、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項３】
　原稿を載置する原稿台と、
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　前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において前記原稿台上の読取位置に
原稿を搬送可能な原稿搬送部を備える開閉体と、
　前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、
　前記原稿押さえにおいて前記原稿搬送部の下側領域を含む第１の領域は、前記原稿搬送
部における原稿の搬送方向と交差する方向において、端部領域に比して中央領域或いは中
央寄りの領域の厚みが薄く、
　前記第１の領域は、前記原稿の搬送方向における一方側の端部において、前記原稿の搬
送方向と交差する方向における前記中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが前記端部領域
に比して薄い、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項４】
　請求項２又は請求項３に記載の画像読取装置において、前記第１の領域は、前記原稿搬
送部の下側領域より広い、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、
　前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、第１の弾性体と
、プレート材と、を備え、
　前記プレート材に切り欠き部が設けられることにより、前記第１の領域が形成されてい
る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項６】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において所定の機能を発揮する駆動
機構部を備える開閉体と、
　前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、
　前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、
　前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、第１の弾性体と
、プレート材と、を有し、
　前記原稿押さえにおいて前記駆動機構部の下側領域を含む第１の領域は、少なくとも前
記原稿台の四辺を構成する一辺と平行な方向において、端部領域に比して中央領域或いは
中央寄りの領域の厚みが薄く、
　前記プレート材に切り欠き部が設けられることにより、前記第１の領域が形成されてい
る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項７】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において前記原稿台上の読取位置に
原稿を搬送可能な原稿搬送部を備える開閉体と、
　前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、
　前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、
　前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、第１の弾性体と
、プレート材と、を有し、
　前記原稿押さえにおいて前記原稿搬送部の下側領域を含む第１の領域は、前記原稿搬送
部における原稿の搬送方向と交差する方向において、端部領域に比して中央領域或いは中
央寄りの領域の厚みが薄く、
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　前記プレート材に切り欠き部が設けられることにより、前記第１の領域が形成されてい
る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項８】
　請求項５から請求項７のいずれか一項に記載の画像読取装置において、前記積層体は、
前記プレート材と前記開閉体との間に、第２の弾性体を備え、
　前記第２の弾性体は、前記第１の領域において前記プレート材が切り欠かれた領域を除
く領域、および前記第１の領域を除いた領域である第２の領域に局在する様に設けられて
いる、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像読取装置において、前記第２の弾性体は、少なくとも前記積層体
の四隅に設けられている、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の画像読取装置において、
　前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、
前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、弾性体と、を備え
、
　前記弾性体に厚みの薄い領域が設けられることにより、前記第１の領域が形成されてい
る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１１】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において所定の機能を発揮する駆動
機構部を備える開閉体と、
　前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、
　前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、
　前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、弾性体と、を有
し、
　前記原稿押さえにおいて前記駆動機構部の下側領域を含む第１の領域は、少なくとも前
記原稿台の四辺を構成する一辺と平行な方向において、端部領域に比して中央領域或いは
中央寄りの領域の厚みが薄く、
　前記弾性体に厚みの薄い領域が設けられることにより、前記第１の領域が形成されてい
る、
ことを特徴とする画像読取装置。
【請求項１２】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において前記原稿台上の読取位置に
原稿を搬送可能な原稿搬送部を備える開閉体と、
　前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、
　前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、
　前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、弾性体と、を有
し、
　前記原稿押さえにおいて前記原稿搬送部の下側領域を含む第１の領域は、前記原稿搬送
部における原稿の搬送方向と交差する方向において、端部領域に比して中央領域或いは中
央寄りの領域の厚みが薄く、
　前記弾性体に厚みの薄い領域が設けられることにより、前記第１の領域が形成されてい
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る、
ことを特徴とする画像読取装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキャナーに代表される画像読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像読取装置としてのスキャナー、その中でも特に原稿台ガラスの下を読取センサーが
移動しながら画像の読取を行う所謂フラットベッド型のスキャナーにおいては、原稿台ガ
ラスを開閉するカバーの裏側（原稿台ガラスと対向する面）に、カバーを閉じた際に原稿
を押さえる原稿マットが設けられている。原稿マットは、例えばスポンジやウレタンなど
の柔軟性に富む材料により構成され、原稿の形に応じて或る程度変形ができる様になって
いる。特許文献１および特許文献２には、その様な原稿マットの一例が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２９２３７３号公報
【特許文献２】特開２００６－１１３４９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　スキャナーには、原稿を自動送りする自動原稿搬送装置（ＡＤＦ（Auto
Document Feeder）とも呼ばれる）が設けられる場合がある。この様な自動原稿搬送装置
を備えたスキャナーにおいては、当該自動原稿搬送装置が原稿台ガラスを開閉し、そして
上述した原稿マットは、自動原稿搬送装置の裏側に設けられている。
【０００５】
　しかしながら自動原稿搬送装置は重量物である為、自動原稿搬送装置の下側において原
稿マットは、原稿台ガラスに対して強く押圧されることとなる。特許文献２記載の読取装
置においては、その結果として原稿カバーに原稿が吸着してしまう問題に鑑み、自動原稿
搬送装置の回動軸に直交する奥行き方向において原稿マットの厚みを異なる様に構成して
いる。
【０００６】
　上記特許文献２記載の読取装置によれば、原稿台に加えられる力が、前記回転軸に直交
する奥行き方向において均一化するものの、以下のような問題には対処できない。即ち、
例えば上記奥行き方向に対し直交する方向では、自動原稿搬送装置の重さにより、原稿台
ガラスには端部領域よりも中央領域で大きな荷重が掛かることとなる。その結果、原稿台
ガラスは前記中央領域で下方向に撓み、これによって原稿のピント位置がずれてしまうと
いった問題が生じる。
【０００７】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑み成されたものであり、その目的は、原稿台の変形を
抑制して良好な読取結果を得ることのできる画像読取装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明の一つの態様に係る画像読取装置は、原稿を載置する
原稿台と、前記原稿台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において所定の機能を発揮
する駆動機構部を備える開閉体と、前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態
において前記原稿台上に載置された原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、前記原稿押さ
えにおいて前記駆動機構部の下側領域を含む第１の領域は、少なくとも前記原稿台の四辺
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を構成する一辺と平行な方向において、端部領域に比して中央領域或いは中央寄りの領域
の厚みが薄いことを特徴とするものである。
　また、本発明の第１の態様に係る画像読取装置は、原稿を載置する原稿台と、前記原稿
台を開閉可能であるとともに、閉じた状態において所定の機能を発揮する駆動機構部を備
える開閉体と、前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態において前記原稿台
上に載置された原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、前記原稿押さえは、原稿の厚み方
向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、前記積層体において前記駆動機構部の下
側領域を含む第１の領域は、少なくとも前記原稿台の四辺を構成する一辺と平行な第１の
方向において、端部領域に比して中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが薄いことを特徴
とする。
 
 
【０００９】
　本態様によれば、前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積
層体であり、前記積層体において前記駆動機構部の下側領域を含む第１の領域は、少なく
とも前記原稿台の四辺を構成する一辺と平行な方向において、端部領域に比して中央領域
或いは中央寄りの領域の厚みが薄いので、前記駆動機構部によって前記原稿台に掛かる荷
重を、前記中央領域或いは中央寄りの領域で小さくできる。これにより、前記駆動機構部
の荷重による前記原稿台の撓みを防止でき、或いは抑制できるので、良好な読取結果を得
ることができる。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記駆動機構部は、前記原稿台上の読取
位置に原稿を搬送可能な原稿搬送部であることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記駆動機構部が、前記原稿台上の読取位置に原稿を搬送可能な原稿
搬送部である構成において、上記第１の態様の作用効果を得ることができる。
【００１１】
　本発明の第３の態様に係る画像読取装置は、原稿を載置する原稿台と、前記原稿台を開
閉可能であるとともに、閉じた状態において前記原稿台上の読取位置に原稿を搬送可能な
原稿搬送部を備える開閉体と、前記開閉体に設けられ、前記開閉体が閉じられた状態にお
いて前記原稿台上に載置された原稿を押さえる原稿押さえと、を備え、前記原稿押さえは
、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり、前記積層体において前記
原稿搬送部の下側領域を含む第１の領域は、前記原稿搬送部における原稿の搬送方向と交
差する方向において、端部領域に比して中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが薄いこと
を特徴とする。
【００１２】
　本態様によれば、前記原稿押さえは、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積
層体であり、前記積層体において前記原稿搬送部の下側領域を含む第１の領域は、前記原
稿搬送部における原稿の搬送方向と交差する方向において、端部領域に比して中央領域或
いは中央寄りの領域が薄いので、前記原稿搬送部によって前記原稿台に掛かる荷重を、前
記中央領域或いは中央寄りの領域で小さくできる。これにより、前記原稿搬送部の荷重に
よる前記原稿台の撓みを防止でき、或いは抑制できるので、良好な読取結果を得ることが
できる。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記積層体は、原稿
に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、第１の弾性体と、プレート材と、を備
え、前記プレート材に切り欠き部が設けられることにより、前記第１の領域が形成されて
いることを特徴とする。
【００１４】
　本態様によれば、前記積層体は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と
、第１の弾性体と、プレート材と、を備え、前記プレート材に切り欠き部が設けられるこ
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とにより、前記第１の領域が形成されているので、構造簡単にして低コストに、前記第１
の領域を形成することができる。
【００１５】
　本発明の第５の態様は、第４の態様において、前記積層体は、前記プレート材と前記開
閉体との間に、第２の弾性体を備え、前記第２の弾性体は、前記第１の領域において前記
プレート材が切り欠かれた領域を除く領域、および前記第１の領域を除いた領域である第
２の領域に局在する様に設けられていることを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記積層体は、前記プレート材と前記開閉体との間に、第２の弾性体
を備え、前記第２の弾性体は、前記第１の領域において前記プレート材が切り欠かれた領
域を除く領域、および前記第１の領域を除いた領域である第２の領域に局在する様に設け
られているので、前記開閉体の平坦度の高低の影響が、前記積層体即ち原稿押さえに及ぶ
ことを防止でき、或いはその及ぶ程度を抑制できる。その結果、前記原稿台に載置された
原稿を、良好に押さえることができる。
【００１７】
　本発明の第６の態様は、第５の態様において、前記第２の弾性体は、少なくとも前記積
層体の四隅に設けられていることを特徴とする。　
　本態様によれば、前記第２の弾性体は、少なくとも前記積層体の四隅に設けられている
ので、前記原稿台に載置された原稿（特に、前記原稿台と略同サイズの原稿）を良好に押
さえることができる。
【００１８】
　本発明の第７の態様は、第２から第６の態様のいずれかにおいて、前記第１の領域は、
前記原稿搬送部の下側領域より広いことを特徴とする。　
　本態様によれば、前記第１の領域は、前記原稿搬送部の下側領域より広いので、前記原
稿搬送部によって前記原稿台に掛かる荷重を、前記中央領域或いは前記中央寄りの領域で
より一層小さくでき、その結果より確実に、前記原稿台の撓みを防止でき、或いは抑制で
きる。
【００１９】
　本発明の第８の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記積層体は、原稿
に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、弾性体と、を備え、前記弾性体に厚み
の薄い領域が設けられることにより、前記第１の領域が形成されていることを特徴とする
。
【００２０】
　本態様によれば、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材と、弾性体と、を
備え、前記弾性体に厚みの薄い領域が設けられることにより、前記第１の領域が形成され
ているので、構造簡単にして低コストに、前記第１の領域を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係るプリンターの外観斜視図。
【図２】本発明に係るプリンターの開閉体を示す斜視図。
【図３】本発明に係るプリンターにおける装置本体上部の原稿台を示す平面図。
【図４】本発明に係る開閉体の駆動機構部の側断面図。
【図５】本発明に係る開閉体の下部に取り付けられる原稿押さえの分解斜視図。
【図６】本発明に係る原稿押さえの斜視図。
【図７】原稿台に対する原稿押さえの位置関係を示す平面図。
【図８】原稿台に対向した状態における原稿押さえを示す側断面図。
【図９】原稿台に対する原稿押さえと駆動機構部との関係を示す平面図。
【図１０】原稿押さえに設けられた切り欠き部と原稿搬送部との関係を示す側断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施例において同一の構
成については、同一の符号を付し、最初の実施例においてのみ説明し、以後の実施例にお
いてはその構成の説明を省略する。
【００２３】
　図１は本発明に係るプリンターの外観斜視図であり、図２は本発明に係るプリンターの
開閉体を示す斜視図であり、図３は本発明に係るプリンターにおける装置本体上部の原稿
台を示す平面図であり、図４は本発明に係る開閉体の駆動機構部の側断面図である。
【００２４】
　図５は本発明に係る開閉体の下部に取り付けられる原稿押さえの分解斜視図であり、図
６は本発明に係る原稿押さえの斜視図であり、図７は原稿台に対する原稿押さえの位置関
係を示す平面図であり、図８は原稿台に対向した状態における原稿押さえを示す側断面図
であり、図９は原稿台に対する原稿押さえと駆動機構部との関係を示す平面図であり、図
１０は原稿押さえに設けられた切り欠き部と原稿搬送部との関係を示す側断面図である。
【００２５】
　また、各図において示すＸ－Ｙ－Ｚ座標系はＸ方向が画像読取装置における原稿の搬送
方向、Ｙ方向が原稿の幅方向、Ｚ方向が画像読取装置の高さ方向を示している。尚、各図
において－Ｙ方向を画像読取装置の前面側とし、＋Ｙ方向側を画像読取装置の背面側とす
る。
【００２６】
■■■プリンターの概要■■■■■■■
　図１を参照するに、本発明に係るプリンター複合機１０が示されている。プリンター複
合機１０は、装置本体１２と画像読取装置１４とを備えている。
【００２７】
　装置本体１２は、装置本体１２の前面（図１における－Ｙ軸方向）に設けられた操作部
１６と、装置本体１２の前面側（図１における－Ｙ軸方向）に形成された開口部１８とを
備えている。また、操作部１６は、プリンター複合機１０を操作するための電源ボタンや
印刷設定ボタン、表示パネル等を備えて構成されている。
【００２８】
　また、装置本体１２の前面側における開口部１８には、装置本体１２内から記録処理が
実行された、記録用紙の排出部２０と、該記録用紙を装置本体１２の前面側から装置本体
１２内に供給する前面手差し部２２とが設けられている。また、装置本体１２の背面側（
図１における＋Ｙ軸方向側）の上部には、記録用紙を複合機本体内に給送する背面給送部
２４が設けられている。
【００２９】
　また、装置本体１２において前面手差し部２２のＺ軸方向下方側に用紙収容部２６が設
けられている。用紙収容部２６は、図示しないがその内部に複数の記録用紙を収納可能で
あり、装置本体１２の前面側（図１における－Ｙ軸方向）から装置本体１２に対して装着
及び取り外し可能に構成されている。
【００３０】
　前面手差し部２２、背面給送部２４及び用紙収容部２６から装置本体１２内に供給され
た記録用紙は、記録用紙搬送経路（図示せず）に沿って搬送され、前記記録用紙に記録を
実行する記録ヘッド（図示せず）と対向する位置において記録が実行され、そして前記記
録ヘッドと対向する位置から排出部２０へ排出される。したがって、装置本体１２は、記
録用紙に記録を実行する記録部として構成されている。
【００３１】
■■■画像読取装置の概要■■■■■■■
　次いで、図２及び図３を参照して画像読取装置１４について説明する。画像読取装置１
４は、オートドキュメントフィーダー部（以下、ＡＤＦ部）２７と、画像読取部３０とを
備えている。ＡＤＦ部２７は、装置本体１２の上部に当該装置本体１２に対して回動可能
に設けられ、「開閉体」として構成されている。ＡＤＦ部２７は装置本体１２の背面側（
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図１における＋Ｙ軸方向側）を回動軸の支点として装置本体１２の上部に対して開閉可能
に構成されている。
【００３２】
　ＡＤＦ部２７は、「駆動機構部」としての原稿搬送部２８と、原稿載置面４０と、原稿
排出面４２とを備えている。また、装置本体１２の上部には、装置本体１２に対して閉じ
た状態にあるＡＤＦ２７部と対向する位置に画像読取部３０（図３及び図４参照）が設け
られている。尚、本実施例における「原稿」とは、写真や文書等の原稿を一例とする。
【００３３】
　まず、画像読取部３０について説明する。画像読取部３０は、図３及び図４に示すよう
に装置本体１２の上部１２ａに設けられている。画像読取部３０は、画像読取機構３２と
、第１の画像読取面３４と、「原稿台」としての第２の画像読取面３６とを備えている。
画像読取機構３２は図示しない駆動機構によりＸ軸方向に移動可能に構成されている。ま
た、画像読取機構３２は図４におけるＹ軸方向に延びる、画像読み取りのための光学検出
器（図示せず）を備えている。
【００３４】
　また、図３に示すように装置本体１２の上部１２ａには第１の画像読取面３４と、第２
の画像読取面３６とが並列に配置されている。装置本体１２の上部１２ａにおいて、第１
の画像読取面３４及び第２の画像読取面３６は平坦かつ透明なガラス板で構成されている
。
【００３５】
　また、第２の画像読取面３６において、図３におけるＹ軸方向の両端部及びＸ軸方向に
おける－Ｘ軸方向側の端部、つまり第２の画像読取面３６の四辺のうち三辺が装置本体１
２内に設けられたフレーム（図示せず）に支持されている。また、図８に示すように第２
の画像読取面３６は、装置本体１２の上部１２ａに対して－Ｚ軸方向側に位置するように
装置本体１２に配置されている。
【００３６】
　また、第１の画像読取面３４は、装置本体１２に対してＡＤＦ部２７が閉じた状態にあ
る際、後述する原稿搬送経路３８（図４一点鎖線参照）の一部と対向するように設けられ
ている。第１の画像読取面３４の図３におけるＹ軸方向の長さは、原稿搬送経路３８にお
いて搬送される原稿の搬送される方向と交差する方向すなわち原稿の幅方向に併せて設定
されている。
【００３７】
　一方で、第１の画像読取面３４の図３におけるＸ軸方向の長さは、原稿搬送経路３８（
図４一点鎖線参照）に沿って搬送されてきた原稿の一部が第１の画像読取面３４に接した
際、画像読取機構３２が第１の画像読取面３４に接した原稿の一部を読み取ることができ
ればよいので、原稿の搬送方向における長さ及び第２の画像読取面３６よりも短く設定さ
れている。画像読取機構３２は、原稿が第１の画像読取面３４に接した際、第１の画像読
取面３４を介して原稿を読み取ることが可能である。
【００３８】
　また、第２の画像読取面３６において図３におけるＸ軸方向及びＹ軸方向における大き
さは、装置本体１２で読取動作可能な原稿の最大サイズに併せて設定されている。第２の
画像読取面３６での原稿の読取動作は、原稿を第２の画像読取面３６にセットした状態で
行う。具体的には、装置本体１２に対してＡＤＦ部２７が開いた状態において、原稿を第
２の画像読取面３６にセットし、原稿のセット後、再度ＡＤＦ部２７を装置本体１２に対
して閉じた状態とする。その後画像読取機構３２をＸ軸方向に移動させながら第２の画像
読取面３６にセットされた原稿を読み取る。
【００３９】
■■■原稿搬送部について■■■■■■■
　次いで、図２及び図４を参照してＡＤＦ部２７の原稿搬送部２８について説明する。原
稿搬送部２８は、図３に示すように原稿載置面４０から原稿排出面４２へと延びる原稿搬
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送経路３８を備えている。原稿搬送部２８は、原稿載置面４０に載置された原稿を原稿搬
送経路３８に沿って湾曲反転させて搬送し、原稿排出面４２に排出するように構成されて
いる。
【００４０】
　また、原稿搬送部２８には、原稿搬送経路３８の少なくとも一部を覆うカバー４４が設
けられている。カバー４４は、原稿搬送部２８に対して原稿搬送経路３８の一部を覆う状
態（図１参照）と原稿搬送経路３８の一部を開放する状態（図示せず）とを取り得る。尚
、図２は、説明のために原稿搬送部２８からカバー４４を取り外した状態を示している。
【００４１】
　原稿搬送経路３８は、原稿搬送経路３８に沿って配置された複数のローラーと複数の案
内部材とを備え、原稿を原稿載置面４０から原稿排出面４２へ搬送可能である。図４にお
いて原稿載置面４０の＋Ｘ軸方向側には、図示しない駆動源によって回転駆動させられる
給送ローラー４６（図２及び図４参照）が設けられている。給送ローラー４６は、原稿載
置面４０に載置された複数の原稿において最上位の原稿に当接した際、前記最上位の原稿
を原稿搬送経路３８の下流側に給送する。
【００４２】
　原稿搬送経路３８において、給送ローラー４６の下流側には、分離ローラー４８と、第
１搬送補助ローラー５０と、第１搬送ローラー対５２と、第２搬送補助ローラー５４と、
第２搬送ローラー対５６とが原稿の搬送方向に沿って設けられている。尚、分離ローラー
４８、第１搬送ローラー対５２及び第２搬送ローラー対５６には、図示しない駆動源より
駆動力が供給され、回転駆動するように構成されている。
【００４３】
　給送ローラー４６により搬送方向下流側に送り出された原稿は、搬送経路に沿って、分
離ローラー４８、第１搬送補助ローラー５０、第１搬送ローラー対５２、第２搬送補助ロ
ーラー５４及び第２搬送ローラー対５６の順に搬送され、第１の画像読取面３４に達する
。
【００４４】
　第１の画像読取面３４に搬送されてきた原稿は、第１の画像読取面３４を介して対向す
る位置に設けられた画像読取機構３２により読み取られる。第１の画像読取面３４におい
て画像読取機構３２により読み取られた原稿は、搬送経路において第１の画像読取面３４
の下流側に設けられた第３搬送ローラー対５８、排出ローラー対６０の順に搬送され、原
稿排出面４２に排出される。尚、第３搬送ローラー対５８及び排出ローラー対６０には、
図示しない駆動源より駆動力が供給され、回転駆動するように構成されている。
【００４５】
　以上が、第１の画像読取面３４における原稿読み取りの概要であり、次いで、図５ない
し図９を参照して第２の画像読取面３６における原稿読み取りの概要について説明する。
【００４６】
■■■原稿押さえについて■■■■■■■
　図５ないし図７を参照して原稿押さえ６２について説明する。原稿押さえ６２は、ＡＤ
Ｆ部２７が装置本体１２に対して閉じた状態にある際、ＡＤＦ部２７の下部２７ａの第２
の画像読取面３６と対向する領域に取り付けられている。
【００４７】
　原稿押さえ６２は、シート材６４と、第１の弾性体６６と、プレート材６８と、第２の
弾性体７０とを備え、図６に示すように「積層体」として構成されている。原稿押さえ６
２において第２の画像読取面３６と対向する側、つまり原稿に近い側にシート材６４が配
置されている。本実施例においてシート材６４は、厚さ０．２ｍｍのＰＰ（ポリプロピレ
ン）材で構成されている。また、シート材６４は第２の画像読取面３６に対応する大きさ
に形成されている（図３及び図７参照）。
【００４８】
　次いで、図５においてシート材６４の＋Ｚ軸方向側には第１の弾性体６６が配置されて
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いる。本実施例において第１の弾性体６６は厚さ３ｍｍのスポンジ材で構成されている。
また、第１の弾性体６６も第２の画像読取面３６に対応する大きさ、つまりシート材６４
と同じ大きさに形成されている。また、シート材６４と第１の弾性体６６とは接着材によ
りその全面が接着されている。また、第１の弾性体６６の＋Ｚ軸方向側の面、つまり上面
６６ａにおいてＹ軸方向側の両端部にはＸ軸方向に延びる粘着テープ７２が貼り付けられ
ている。
【００４９】
　次いで、図５において第１の弾性体６６の＋Ｚ軸方向側にはプレート材６８が配置され
ている。本実施例においてプレート材６８は、厚さ１ｍｍのポリカーボネイト材で構成さ
れている。プレート材６８は、シート材６４及び第１の弾性体６６と同様に第２の画像読
取面３６に対応する大きさに形成されている。また、プレート材６８には、図７における
＋Ｘ軸方向側、つまり第１の画像読取面３４の側の端部に切り欠き部７４が設けられてい
る。
【００５０】
　切り欠き部７４は、図５におけるプレート材６８の＋Ｘ軸方向側の端部においてＹ軸方
向の中央部が切り欠かれている。具体的には、原稿押さえ６２がＡＤＦ部２７の下部２７
ａに取り付けられた状態において、プレート材６８のＹ軸方向の中央部はＡＤＦ部２７に
おいて原稿搬送部２８が設けられた領域を避けるように切り欠かれている。（図９参照）
プレート材６８は、第１の弾性体６６のＹ軸方向側の両端部に設けられた粘着テープ７２
を介して第１の弾性体６６に貼り付けられている。
【００５１】
　次いで、図５においてプレート材６８の＋Ｚ軸方向側には第２の弾性体７０が配置され
ている。本実施例において第２の弾性体７０は厚さ８ｍｍのスポンジ材で構成されている
。また、本実施例において第２の弾性体７０は、数ｍｍ角の角状部材として構成されてい
る。さらに、第２の弾性体７０の＋Ｚ軸方向側の面、つまり上面及び－Ｚ軸方向側の面、
つまり下面にそれぞれ粘着テープ７６が貼り付けられている。
【００５２】
　本実施例では第２の弾性体７０は、プレート材６８の上面６８ａにおいて、８箇所貼り
付けられている。具体的には、図５及び図６に示すようにプレート材６８の上面６８ａに
おいて、－Ｘ軸方向側の端部においてＹ軸方向の両端部及び中央部の３箇所と、Ｘ軸方向
の中央部におけるＹ軸方向の両端部及び中央部の３箇所と、＋Ｘ軸方向側の端部において
Ｙ軸方向の両端部の２箇所とに第２の弾性体７０が貼り付けられている。すなわち、プレ
ート材６８の切り欠き部７４には第２の弾性体７０は設けられていない。
【００５３】
　第２の弾性体７０の＋Ｚ軸方向側の面（上面）は、粘着テープ７６を介してＡＤＦ部２
７の下部２７ａの第２の画像読取面３６と対向する領域に貼り付けられている。
【００５４】
　次いで、図７ないし図１０を参照して、ＡＤＦ部２７が装置本体１２に対して閉じた姿
勢にある状態（図１参照）における原稿搬送部２８、第２の画像読取面３６及び原稿押さ
え６２の位置関係を説明する。尚、図８において符号２７が付された二点鎖線のハッチン
グ部分はＡＤＦ部２７を装置本体１２に対して閉じた状態を示している。同様に第２の弾
性体７０及び粘着テープ７６の二点鎖線部もＡＤＦ部２７が装置本体１２に対して閉じら
れた際、第２の弾性体７０及び粘着テープ７６が－Ｚ軸方向に押圧された状態を示してい
る。
【００５５】
　図７に示すようにＡＤＦ部２７が装置本体１２に対して閉じた状態では、原稿押さえ６
２は第２の画像読取面３６に対応した位置で、第２の画像読取面３６の全面にわたって当
接する。また、図８に示すようにＡＤＦ部２７が装置本体１２に対して閉じた状態、すな
わち、ＡＤＦ部２７の下部２７ａが装置本体１２の上部１２ａと当接した状態において、
原稿押さえ６２の第１の弾性体６６及び第２の弾性体７０は圧縮される。
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【００５６】
　したがって、第１の弾性体６６及び第２の弾性体７０に生じた圧縮力は、押圧力となり
シート材６４を介してシート材６４の－Ｚ軸方向側に位置する原稿を第２の画像読取面３
６に均一に押し付けることとなる。
【００５７】
　また、図９に示すように原稿押さえ６２は、原稿搬送部２８の－Ｚ軸方向側に位置する
部分と切り欠き部７４が設けられている部分を第１の領域Ｒ１とそれ以外の第２の領域Ｒ
２とに分けられる。
【００５８】
　図６及び図８に示すように、ＡＤＦ部２７の下部２７ａと第２の画像読取面３６との間
において第２の領域Ｒ２のＺ軸方向における厚さは、シート材６４、第１の弾性体６６、
プレート材６８及び第２の弾性体７０のそれぞれの厚さの合計の値となる。
【００５９】
　尚、本実施例において第１の領域Ｒ１のＹ軸方向において切り欠き部７４が設けられて
いる部分を中央領域とし、切り欠き部７４が設けられていない部分を端部領域とする。
【００６０】
　また、第１の領域Ｒ１において切り欠き部７４が設けられていないＹ軸方向側の両端部
、すなわち端部領域におけるＺ軸方向の厚さは、第２の領域Ｒ２と同じである。これに対
し、第１の領域Ｒ１において切り欠き部７４が設けられている部分、すなわち中央領域の
厚さは、プレート材６８及び第２の弾性体７０が設けられていないのでシート材６４及び
第１の弾性体６６のそれぞれの厚さの合計の値となる。したがって、原稿押さえ６２にお
いて第１の領域Ｒ１では、Ｙ軸方向における端部領域に比べて中央領域あるいは中央寄り
の領域の厚みが薄くなっている（図１０参照）。
【００６１】
　ここで、図９及び図１０を参照するにＡＤＦ部２７が装置本体１２に対して閉じた状態
において、原稿搬送部２８は装置本体１２の上部１２ａにおいて＋Ｘ軸方向側の端部に位
置している。この状態において、原稿搬送部２８は、Ｙ軸方向における両端部を装置本体
１２の上部１２ａに支持されている。
【００６２】
　一方で、原稿搬送部２８のＹ軸方向における中央部は装置本体１２の上部１２ａに支持
されていないことから、原稿搬送部２８の自重により－Ｚ軸方向側に撓むこととなる（図
１０符合７８が付された二点鎖線参照）。ここで、原稿搬送部２８の中央部は、原稿押さ
え６２の切り欠き部７４と対向する。つまり、図１０に示すように、Ｚ軸方向において原
稿搬送部２８のＹ軸方向における中央部と第１の弾性体６６とは対向している。
【００６３】
　したがって、原稿搬送部２８は、当該原稿搬送部２８の中央部において－Ｚ軸方向に撓
む際、その撓み量が装置本体１２の上部１２ａから第１の弾性体６６までの距離Ｌ１を越
えるまでは原稿搬送部２８の中央部は第１の弾性体６６と接触しない。つまり、原稿搬送
部２８の中央部のＺ軸方向における撓み量が距離Ｌ１よりも大きくなった際、前記中央部
は第１の弾性体６６と接触し、当該第１の弾性体６６を押圧する（図１０参照）。
【００６４】
　図１０に示すように原稿搬送部２８の中央部が第１の弾性体６６を押圧する際の撓み量
をＬ２とすると、第１の弾性体６６はＬ２－Ｌ１分だけＺ軸方向において原稿搬送部２８
の中央部により押圧される。したがって、第１の弾性体６６には、撓み量Ｌ２－Ｌ１分の
押圧力が作用する。
【００６５】
　ここで、プレート材６８に切り欠き部７４を設けずに原稿搬送部２８の中央部に対応す
る位置で第２の弾性体７０により前記中央部を支持した場合、第１の弾性体６６には撓み
量Ｌ２分の押圧力が作用することとなる。
【００６６】
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　したがって、プレート材６８に切り欠き部７４を設けることにより、第１の弾性体６６
に作用する原稿搬送部２８からの押圧力を小さくすることができる。その結果、原稿搬送
部２８が原稿押さえ６２を介して作用させる第２の画像読取面３６に作用する押圧力を小
さくすることができるので第２の画像読取面３６に生じる撓みを抑制することができる。
【００６７】
　上記説明をまとめると、原稿押さえ６２は、原稿の厚み方向であるＺ軸方向に複数の部
材が積層されて成る積層体であり、積層体において原稿搬送部２８の下側領域を含む第１
の領域Ｒ１は、少なくとも前記原稿台の四辺を構成する一辺と平行な方向において、端部
領域に比して中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが薄いので、原稿搬送部２８によって
第２の画像読取面３６に掛かる荷重を、中央領域或いは中央寄りの領域で小さくできる。
これにより、原稿搬送部２８の荷重による第２の画像読取面３６の撓みを防止でき、或い
は抑制できるので、良好な読取結果を得ることができる。
【００６８】
　また、原稿押さえ６２は、原稿の厚み方向に複数の部材が積層されて成る積層体であり
、積層体において原稿搬送部２８の下側領域を含む第１の領域Ｒ１は、原稿搬送部２８に
おける原稿の搬送方向と交差する方向において、端部領域に比して中央領域或いは中央寄
りの領域が薄いので、原稿搬送部２８によって第２の画像読取面３６に掛かる荷重を、前
記中央領域或いは中央寄りの領域で小さくできる。これにより、原稿搬送部２８の荷重に
よる第２の画像読取面３６の撓みを防止でき、或いは抑制できるので、良好な読取結果を
得ることができる。
【００６９】
　また、積層体としての原稿押さえ６２は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シ
ート材６４と、第１の弾性体６６と、プレート材６８とを備えている。プレート材６８に
切り欠き部７４が設けられることにより、第１の領域Ｒ１が形成されているので、構造簡
単にして低コストに、第１の領域Ｒ１を形成することができる。
【００７０】
　さらに、積層体としての原稿押さえ６２は、プレート材６８とＡＤＦ部２７との間に、
第２の弾性体７０を備えている。第２の弾性体７０は、第１の領域Ｒ１においてプレート
材６８が切り欠かれた領域を除く領域、および第１の領域Ｒ１を除いた領域である第２の
領域Ｒ２に局在する様に設けられているので、画像読取装置１４の平坦度の高低の影響が
、積層体即ち原稿押さえ６２に及ぶことを防止でき、或いはその及ぶ程度を抑制できる。
その結果、第２の画像読取面３６に載置された原稿を、良好に押さえることができる。
【００７１】
　また、第２の弾性体７０は、少なくとも原稿押さえ６２の四隅に設けられているので、
第２の画像読取面３６に載置された原稿（特に、第２の画像読取面３６と略同サイズの原
稿）を良好に押さえることができる。
【００７２】
　第１の領域Ｒ１は、原稿搬送部２８の下側領域より広いので、原稿搬送部２８によって
第２の画像読取面３６に掛かる荷重を、中央領域或いは前記中央寄りの領域でより一層小
さくでき、その結果より確実に、第２の画像読取面３６の撓みを防止でき、或いは抑制で
きる。
【００７３】
＜＜＜実施例の変更例＞＞＞
（１）本実施例では、原稿押さえ６２をシート材６４、第１の弾性体６６、プレート材６
８及び第２の弾性体７０から構成し、プレート材６８に切り欠き部７４を設けることで、
原稿押さえ６２において厚みが薄くなる部分を形成し、第１の領域Ｒ１を形成したが、こ
の構成に代えて、原稿押さえ６２をシート材６４及び「弾性体」としての第１の弾性体６
６から構成し、第１の弾性体６６に厚みの薄い領域を形成し、第１の領域Ｒ１を形成して
もよい。
（２）本実施例では、シート材６４の＋Ｘ方向側の端部のＹ軸方向中央部に切り欠き部７
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４を設けて中央領域とする構成としたが、Ｙ軸方向において切り欠き部７４がＹ軸方向中
央部を含んでいれば、Ｙ軸方向中央から－Ｙ軸方向側の端部寄り或いは＋Ｙ軸方向側の端
部寄りに切り欠き部７４が形成されていてもよい。尚、この場合において、第１の領域Ｒ
１の－Ｙ軸方向側の端部寄り或いは＋Ｙ軸方向側の端部寄りに形成された切り欠き部７４
を中央寄りの領域とする。
【００７４】
　本変更例では、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材６４と、弾性体６６
とを備えている。弾性体６６に厚みの薄い領域が設けられることにより、第１の領域Ｒ１
が形成されているので、構造簡単にして低コストに、第１の領域Ｒ１を形成することがで
きる。
【００７５】
（３）本実施例ではシート材６４をＰＰ材で構成したが、ＰＰ在以外の材質で構成しても
よい。また、本実施例ではプレート材６８をポリカーボネイト材で構成したが、ポリカー
ボネイト材以外のプラスチック等の材質で構成してもよい。　
（４）また、本実施例においてＡＤＦ部２７は原稿搬送部２８を備える構成としたが、原
稿搬送部２８を備えずに、装置本体１２に対して回動可能なカバー部材として構成しても
よい。
【００７６】
　上記説明をまとめると、本実施例における画像読取装置１４は、原稿を載置する第２の
画像読取面３６と、当該第２の画像読取面３６を開閉可能であるとともに、閉じた状態に
おいて所定の機能を発揮する原稿搬送部２８を備えるＡＤＦ部２７と、当該ＡＤＦ部２７
に設けられ、ＡＤＦ部２７が閉じられた状態において第２の画像読取面３６上に載置され
た原稿を押さえる原稿押さえ６２と、を備えている。原稿押さえ６２は、原稿の厚み方向
に複数の部材が積層されて成る積層体であり、当該積層体において原稿搬送部２８の下側
領域を含む第１の領域Ｒ１は、少なくとも第２の画像読取面３６の四辺を構成する一辺と
平行な方向において、端部領域に比して中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが薄い。
【００７７】
　また、原稿搬送部２８は、第２の画像読取面３６上の読取位置に原稿を搬送可能である
。
【００７８】
　画像読取装置１４は、原稿を載置する第２の画像読取面３６と、第２の画像読取面３６
を開閉可能であるとともに、閉じた状態において第２の画像読取面３６上の読取位置に原
稿を搬送可能な原稿搬送部２８を備えるＡＤＦ部２７と、当該ＡＤＦ部２７に設けられ、
ＡＤＦ部２７が閉じられた状態において第２の画像読取面３６上に載置された原稿を押さ
える原稿押さえ６２とを備えている。原稿押さえ６２は、原稿の厚み方向に複数の部材が
積層されて成る積層体であり、当該積層体において原稿搬送部２８の下側領域を含む第１
の領域Ｒ１は、原稿搬送部２８における原稿の搬送方向と交差する方向において、端部領
域に比して中央領域或いは中央寄りの領域の厚みが薄い。
【００７９】
　積層体としての原稿押さえ６２は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材
６４と、第１の弾性体６６と、プレート材６８とを備えている。プレート材６８に切り欠
き部７４が設けられることにより、第１の領域Ｒ１が形成されている。
【００８０】
　積層体としての原稿押さえ６２は、プレート材６８とＡＤＦ部２７との間に、第２の弾
性体７０を備えている。第２の弾性体７０は、第１の領域Ｒ１においてプレート材６８が
切り欠かれた領域である切り欠き部７４を除く領域、および第１の領域Ｒ１を除いた領域
である第２の領域Ｒ２に局在する様に設けられている。
【００８１】
　また、第２の弾性体７０は、少なくとも原稿押さえ６２の四隅に設けられている。また
、第１の領域Ｒ１は、原稿搬送部２８の下側領域より広い。
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　積層体としての原稿押さえ６２は、原稿に近い側から遠い側に向かって順に、シート材
６４と、弾性体６６とを備えている。弾性体６６に厚みの薄い領域が設けられることによ
り、第１の領域Ｒ１が形成されている。
【００８３】
　また、本実施形態では本発明に係る画像読取装置１４を記録装置の一例としてのインク
ジェットプリンターに適用したが、その他液体噴射装置一般に適用することも可能である
。　
　ここで、液体噴射装置とは、インクジェット式記録ヘッドが用いられ、該記録ヘッドか
らインクを吐出して被記録媒体に記録を行うプリンター、複写機及びファクシミリ等の記
録装置に限らず、インクに代えてその用途に対応する液体を前記インクジェット式記録ヘ
ッドに相当する液体噴射ヘッドから被記録媒体に相当する被噴射媒体に噴射して、前記液
体を前記被噴射媒体に付着させる装置を含むものである。
【００８４】
　液体噴射ヘッドとして、前記記録ヘッドの他に、液晶ディスプレー等のカラーフィルタ
ー製造に用いられる色材噴射ヘッド、有機ＥＬディスプレーや面発光ディスプレー（ＦＥ
Ｄ）等の電極形成に用いられる電極材（導電ペースト）噴射ヘッド、バイオチップ製造に
用いられる生体有機物噴射ヘッド、精密ピペットとしての試料噴射ヘッド等が挙げられる
。
【００８５】
　尚、本発明は上記実施例に限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲
内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることは言
うまでもない。
【符号の説明】
【００８６】
１０　プリンター複合機、１２　装置本体、１２ａ　上部、１４　画像読取装置、
１６　操作部、１８　開口部、２０　排出部、２２　前面手差し部、２４　背面給送部、
２６　用紙収容部、２７　ＡＤＦ部、２７ａ　下部、２８　原稿搬送部、
３０　画像読取部、３２　画像読取機構、３４　第１の画像読取面、
３６　第２の画像読取面、３８　原稿搬送経路、４０　原稿載置面、４２　原稿排出面、
４４　カバー、４６　給送ローラー、４８　分離ローラー、５０　第１搬送補助ローラー
、
５２　第１搬送ローラー対、５４　第２搬送補助ローラー、５６　第２搬送ローラー対、
５８　第３搬送ローラー対、６０　排出ローラー対、６２　原稿押さえ、６４　シート材
、
６６　第１の弾性体（弾性体）、６６ａ、６８ａ　上面、６８　プレート材、
７０　第２の弾性体、７２、７６　粘着テープ、７４　切り欠き部、Ｌ１　距離、
Ｒ１　第１の領域、Ｒ２　第２の領域
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